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山
口
・長
門
国
分
寺
跡

所
在
地
　
　
　
山
口
県
下
関
市
大
字
豊
浦
村
字
亀
の
甲

一
八
二
九
十
二

調
査
期
間
　
　
一
九
八
〇
年

（昭
５５
）
四
月
を

一
〇
月

発
掘
機
関
　
　
下
関
市
赦
育
委
員
会

調
査
担
当
者
　
甲
元
真
之

・
山
内
紀
嗣

・
水
島
稔
夫

・
村
田
多
津
江

。
伊

東
照
雄

遺
跡
の
種
類
　
寺
院
跡

遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
？
江
戸
時
代

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

古
代
の
地
方
官
行
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
長
門
国
府
や
国
府
周
辺
に
所
在
し

た
遺
跡
の
研
究
は
、
す
で
に

江
戸
時
代
か
ら
の
記
録
が
残

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
国
府
の
正
確
な
位
置
や
規

模
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な

解
明
も
さ
れ
て
お
ら
ず
推
測

の
域
を
で
な
い
。
わ
ず
か
に

長
門
鋳
銭
司
跡
や
長
門
国
分

寺
跡
の
位
置
が
確
認
さ
れ
る

だ
け
で
、
国
分
尼
寺
の
存
在
す
ら
不
明
で
あ
る
。

市
衝
化
の
進
渉
す
る
な
か
で
、
長
門
国
府
や
国
府
周
辺
に
置
か
れ
た
施
設
の

位
置
や
規
模
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
下
関
市
赦
育
委
員
会
で
は
一

九
七
七
年
度
か
ら
調
査
指
導
委
員
会
を
設
け
、
連
年
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。

長
門
国
分
寺
跡
の
発
掘
調
査
は
、　
一
九
七
七
年

（昭
５２
）
に
寺
域
の
東
限
を

確
認
し
た
。　
一
九
七
九
年

（昭
５４
）
に
実
施
し
た
寺
跡
の
推
定
南
縁
か
ら
は
ぼ

中
央
の
位
置
で
、創
建
時
の
基
壇
の
一
部
か
と
推
定
さ
れ
る
遺
構
を
検
出
し
た
。

こ
の
調
査
結
果
か
ら
、
検
出
し
た
遺
構
の
範
囲
、
遺
構
の
築
成
手
法
を
確
認
す

る
た
め
、　
一
九
八
〇
年

（昭
５５
）
は
ヽ
調
査
地
北
半
部
に
重
点
を
置
く
と
同
時

に
南
端
に
想
定
さ
れ
る
中
門
、
回
廊
の
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

調
査
は
、
前
年
度
の
試
掘
坑
の
ほ
か
北
半
部
の
ほ
ぼ
全
域
に
新
設
し
た
試
掘

坑
と
と
も
に
、　
一
九
七
九
年
に
検
出
し
た
遺
構
面
ま
で
掘
り
さ
げ
、
基
壇
の
範

囲
を
確
認
す
る
た
め
に
、
試
掘
坑
内
の
東
西

・
南
北
に
巾

一
ｍ
の
小
試
掘
坑
を

設
け
、
地
山
面
ま
で
掘
り
さ
げ
、
基
壇
築
成
の
手
法
を
確
か
め
た
。

調
査
の
結
果
、
北
半
部
で
は
基
壇
が
築
成
さ
れ
る
以
前
、
す
で
に
掘
藝
さ
れ

た
小
溝

（
Ｌ
Ｄ
一
〇
５
、
東
西
六

・
七
ｍ
巾
の
性
格
不
明
の
溝
状
遺
構

（
Ｌ
ｘ

一
〇
５

が
南
北
方
向
に
延
び
て
お
り
、　
こ
の
二
遺
構
か
ら
は
八
世
紀
中
葉
か

ら
後
半
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
須
恵
器
の
杯
蓋

・
壷

・
杯

。
皿

・
高
杯
が
出
上
し

た
。
基
壇
は
、
こ
の
二
遺
構
が
掘
り
こ
ま
れ
た
地
山
面
を
削
平
、
ま
た
は
部
分

的
に
堆
積
を
行
う
な
ど
寺
地
を
整
地
し
た
の
ち
に
、
版
築
手
法
に
よ
る
築
成
が

な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
範
囲
は
東
西
二
〇
ｍ
、
南
北

一
八
ｍ
を
超
え
る
規
模
で

(小倉)



1981年出上の木簡

あ

る
。

基
壇
面
に
は
、
創
建
か
ら

一
八

世
紀
末
に
至
る
間
に
、
数
次
の
改

築
が
行
な
わ
れ
た
証
拠
が
残
さ
れ
い

創
建
前
の
遺
構
を
含
め
て
０
か
ら

Ⅶ
の
八
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

ヱ０
。特

に
江
戸
時
代
初
頭
か
ら
後
期

に
行
わ
れ
た
大
改
築
で
、
使
用
さ

れ
た
と
み
ら
れ
る
約
二
五
〇
点
の

土
師
器
杯
が
、
創
建
時
基
壇
の
北

側
を
掘
り
こ
み
東
西
方
向
に
延
び
る
溝

（
Ｌ
Ｄ
一
〇
五
）
に
一
括
投
棄
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
墨
書
が
施
さ
れ
て
い
た
。
判
読
で
き
る

一
五
五
点
に
は
、

長
関
国
分
寺
に
か
か
わ
り
の
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
人
名
が
読
み
と
ら
れ
る
。

木
簡
は
、
基
壇
下
の
ほ
ぼ
中
央
を
南
北
に
延
び
る
性
格
不
明

の
溝
状
遺
構

（
Ｌ
Ｘ
一
０
５

の
れ
層
か
ら
出
上
し
た
。
こ
の
遺
構
は
、
さ
ら
に
同
寺
の
南
端

に
ま
で
延
び
て
い
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
木
簡
と
は
離
れ
て
い
る
が
、
同
堆

積
か
ら
共
伴
し
た
須
恵
器
は
、
奈
良
時
代
中
葉
か
ら
後
半
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

も
の
で
、
基
壇
が
築
成
さ
れ
た
時
期
は
、
少
く
と
も
奈
良
時
代
後
半
と
考
え
ら

れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

一
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木
簡
は
二
点
発
見
さ
れ
た
。

①
　
一
端
は
欠
失
し
て
お
り
、
他
の
一
端
を
両
側
か
ら
削
り
出
し
て
い
る
が
、

そ
の
先
端
は
欠
失
し
て
い
る
。
墨
書
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
判
読
は
未
了
。

②
　
削
り
と
ら
れ
た
木
簡
の
一
部
で
あ
ろ
う
か
。
墨
書
は
認
め
ら
れ
る
が
、
断

片
で
あ
る
た
め
判
読
は
未
了
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

下
関
市
教
育
委
員
会

　

『長
門
国
府
』

（長
門
国
府
周
辺
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
Ⅳ
）
　

一
九
八
〇
年

（伊
東
照
雄
）

長門国分寺遺構配置図 古代 (0～Ⅲ期)




